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さぬき市都市計画審議会（第１５回） 会議要旨 

 

１ 日 時  令和７年１０月３日（金）  １４：００～１４：５０ 

２ 場 所  志度公民館 中ホール 

３ 出席者  【委 員】梶山博司  西成典久  芳竹和政  岩井英伸 

米田 均  佐藤恭一  中澤 誠  朝田雪香 

赤澤礼士  細川裕生  桒島好人（代理 芦谷智之） 

石井光弘  井上武夫  藤井邦子  多田文子 

菊池春美 

【事務局】三宅建設経済部長  冨田都市整備課長 

和田下水道課長   秋山都市整備課課長補佐 

脇谷同課係長    青野下水道課主査 

  桃本同課主任技師 

欠席者  【委 員】間嶋三郎   

傍聴者  なし 

４ 議 題 (1) 議事 

さぬき都市計画下水道の変更について（付議） 

      (2) その他 

        さぬき市の都市計画にまつわる近年の状況について（報告） 

５ 会議の内容

発言者 意見概要 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設経済部長 

 

事務局 

 

失礼します。都市整備課の秋山です。予定の時刻になりましたので、第１５

回さぬき市都市計画審議会を始めたいと思います。 

まずは、資料の確認をします。次第、委員名簿、議案書、議案資料、さぬき

都市計画下水道の変更について、別添１今後の都市計画決定手続等に関するス

ケジュールについて、別添２さぬき市の都市計画にまつわる近年の状況、別添

３都市計画審議会について、第２次さぬき市都市計画マスタープランの概要

版、さぬき市立地適正化計画の概要版です。 

それから、今回から新たに就任された委員の方には、さぬき市都市計画マス

タープランと立地適正化計画の冊子を配布しています。資料が足りない場合

は、事務局までお知らせください。 

それでは開会に先立ち、さぬき市建設経済部三宅部長が、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 

（建設経済部長挨拶） 

 

（委員紹介） 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、委員の改選後、初めての会議ですので、本審議会の会長を選

出したいと思います。本審議会の会長は、さぬき市都市計画審議会条例第５条

第１項に、第２条２項第１号に掲げる委員である学識経験者のうちから選挙に

より定めることとなっています。 

なお、選挙の方法ですが、さぬき市都市計画審議会運営規則第４条に、無機

名投票又は指名推薦の方法によることとされていますが、これまでと同様に指

名推薦の方法でいかがかと思いますが、御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

異議なしとのことですので、会長の選挙は、指名推薦の方法により行うこと

になりました。そこで指名でが、皆様の御意見がなければ、過去の例を紹介さ

せていただいてよろしいですか。異議がなければ拍手をお願いします。 

 

〔拍手多数〕 

 

それでは、これまでの本審議会では、一号委員、学識経験者のうち、全て徳

島文理大学の委員が会長に選出されていることから、この慣例にならい、徳島

文理大学学長の梶山委員にお願いしてはどうかと、指名推薦するものですが、

いかがですか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

異議なしとのことですので、本審議会の会長は、梶山委員にお願いすること

となりました。それでは、会長の梶山委員から、一言御挨拶をお願いします。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。ここで、本日の出席者について報告します。 

議員の２分の１以上の方が出席ですので、さぬき市都市計画審議会条例第６

条第２項の規定に基づき、本日の会議が成立していることを報告します。 

また、本日の傍聴の申請はありませんでした。それでは、審議会条例第６条

第1項の規定に基づき、会長が会議の議長となりますので、以降の進行は、会長

にお願いします。 

 

それでは、議事に入る前に、会議の公開、非公開についてお諮りします。さ

ぬき市都市計画審議会運営規則第６条には、「会議は原則公開とする。ただ

し、別に定める場合は、非公開とする。」とあり、さぬき市都市計画審議会、

傍聴要領第２条第２項に、会議に諮り非公開とすることができるとされており

ます。本日は、傍聴申請はないとのことですが、会議の公表にも関係しますの

で、本日の議事の内容は、原則どおり公開とすることで異議ありませんか。 
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事務局 

 

 

事務局 

 

 

事務局 

 

 

会 長 

 

 

委 員 

 

 

 

事務局 

 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

 

事務局 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、異議なしと認め、これからの議事は公開とします。なお、傍聴要

領第８条第３項では、傍聴関係者の写真撮影等は、会議の冒頭のみ許可すると

ありますが、さぬき市コミュニティ放送のカメラについては、市の広報媒体の

一つでありますので、議事の途中においても、必要に応じて録画することを認

めます。 

次に、議事録署名人の指名を行います。 

審議会運営規則第８条第２項の規定に基づき、議長が２名の議事録署名人を

指名することになっております。ついては、赤澤委員と細川委員を指名しま

す。よろしくお願いします。 

それでは、次第に沿い、議事を進めます。本日の議事は、市長から付議され

たさぬき都市計画下水道の変更についてです。まずは、このことについて、事

務局からの説明を求めます。 

 

（都市計画審議会について、資料に基づき説明した。） 

 

 

（議案「さぬき都市計画下水道の変更」について、議案資料に基づき説明し

た。） 

 

（今後の都市計画決定手続きに関するスケジュールについて、資料に基づき

説明した。） 

 

ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、さぬき

都市計画下水道の変更について、何か、御質問・御意見等はありますか。 

 

今回は、新設される予定の統合高等学校の汚水の下水道区域の追加、ポンプ

場を移設することに伴う雨水下水道区域の変更、その他所要の変更をするとの

ことですが、もう少し、内容を教えてください。 

 

寺町ポンプ場は、現在、老朽化している施設の横に用地を買収し、そちらに

移設する予定です。 

 

古くなった施設を取り壊し、新たに建設するのですか。 

 

はい、新しく建屋ごと建て替える予定です。 

 

それ以外の変更はありますか。寺町ポンプ場の話と、新しく高校を建設する

上で下水道の計画範囲を改めるという２点のみですか。 

 

高校の新設に係る汚水区域の追加、雨水の寺町ポンプ場の区域の縮小のほ
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委 員 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か、野間田運動広場の追加もあります。 

 

わかりました。３点とも特に問題はないと思います。 

 

それでは、他に御質問もないので、今回の議案については、挙手による採決

を行います。さぬき都市計画下水道の変更について、賛成の方は、挙手をお願

いします。 

 

〔挙手多数〕 

 

ありがとうございました。 

それでは、挙手多数と認めます。よって、本議案は、原案のとおり決しまし

た。 

それでは、議事を終え、次第の４その他に移ります。さぬき市都市計画の現

状について、事務局からの報告があります。このことについて、説明を求めま

す。 

 

（さぬき市の都市計画にまつわる近年の状況について、資料に基づき、報告

をした。） 

 

ただいま事務局から説明があったことについて、御意見等はありますか。 

 

御説明ありがとうございました。今後の取組の中で、特に居住誘導区域にお

いては、人口減少が進む中で、車がなくても生活ができる、そういう生活環境

を各自治体で作っておく必要があると言われているので、特に街中ウォーカブ

ルや、官民連携、まちなか再生を特に重点項目として、これらを計画として整

備していくための施策づくりについて、是非、進めてほしいと思います。 

 

ありがとうございました。徳島文理大学について少し触れておきます。４０

年以上志度で運営し、今年の４月からキャンパスが移転しましたが、志度キャ

ンパスは、閉鎖ではありません。活用しています。マルコメさんと共同で、大

豆の植物工場に向けた世界初の研究開発を既に始めているほか、複数の水産関

係の会社から、キャンパスを研究開発に使えないかとの問合せも受けていま

す。徳島文理大学としては、志度キャンパスをさらに有効活用していくつもり

ですので、それらが進捗していけば、場合によっては、この審議会でも御審議

いただくこともあるかと思いますので、その際は、よろしくお願いします。 

以上で、さぬき市都市計画の現状についての事務局からの報告を終わりま

す。都市計画審議会としては、事務局から説明があったように、将来的には都

市計画を見直す必要があるとのことですので、その際には、改めてこの審議会

を開催し、議論していきたいと思います。それでは、以上で、この会議を閉じ

ます。進行を事務局に引き継ぎます。 
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議 長                      

議事録署名人                   

                         

事務局 

 

 

建設経済部長 

 

事務局 

 

 

梶山会長、ありがとうございました。それでは、最後に、さぬき市建設経済

部の三宅部長から、御挨拶を申し上げます。 

 

（建設経済部長挨拶） 

 

それでは、第１５回さぬき市都市計画審議会を終わります。御審議ありがと

うございました。 


